
13．令和８年度収支予算　(案) （令和８年１月１日～令和８年12月31日）

収入の部
前年度 今年度 増  減

232,136 120,104 -112,032 前年度より繰越

103,000 93,000 -10,000 一般（B④､C③､D➁）　９ﾁｰﾑ×10,000 中学　3ﾁｰﾑ×1,000

1,000 1,000 0

80,000 80,000 0 対馬市スポーツ協会

40,000 40,000 0 島民体育大会運営費として対馬スポーツ協会より

144,000 129,000 -15,000 一般（Ｂ④､Ｃ③） 7×15,000＝105,000 中学　3×8,000＝24,000

34,400 84,400 50,000 一般ＢＣ 7ﾁｰﾑ×20名×500円＝70,000 中学　3×16×300円＝14,400

52,000 47,000 -5,000 一般ＢＣ 7ﾁｰﾑ×5,000＝35,000 中学　3×4,000＝12,000

392,000 356,000 -36,000 一般 20チーム×10,000=200,000

　　西日本１、２部⑤､高松宮１、２部⑤、天皇杯⑤、選手権⑤

成年 2大会×3ﾁｰﾑ×10,000=  60,000

中学　　 4大会×3ﾁｰﾑ× 8,000=  96,000  (＠6,000➡＠8,000)

22,000 20,000 -2,000 公認野球規則  10×1,000　競技者必携 10×1,000 県連登録の10チーム

164 96 -68

1,100,700 970,600 -130,100  

支出の部
前年度 今年度 増  減

98,000 90,000 -8,000 球場使用料 16,000 役員審判員需用費 66,000 ボール代(島民) 8,000 

21,600 21,600 0 賞状額  1,600    中学大会メダル(選手権) 20,000

140,000 80,000 -60,000 一般　 ６×5,000（西日本１、２部、高松宮杯１、２部、天皇杯、選手権）

成年　 ２×5,000 県大会会場が、長崎、佐世保、諫早の場合は、

１大会につき5,000円の特別枠を付与する

196,000 178,000 -18,000 大会参加料 356,000の50%

2,000 6,000 4,000 全軟連一般会員(役員)　支部長\2,000、支部理事\2000、評議員(２名X\1,000)

55,000 55,000 0 県軟式野球連盟　25,000 対馬市スポーツ協会　30,000

10,000 10,000 0 長崎県スポーツ協会

144,000 129,000 -15,000 一般（Ｂ④､Ｃ③） 7×15,000＝105,000 中学　3×8,000＝24,000

34,400 84,400 50,000 一般ＢＣ 7ﾁｰﾑ×20名×500円＝70,000 中学　3×16×300円＝14,400

26,000 23,400 -2,600 九連総合賠償保険料　18人×1,300円

21,700 20,700 -1,000 公認野球規則 15×800 競技者必携(11×500)＋(4×800)

20,000 15,000 -5,000 理事会、総会ほか

30,000 30,000 0 通信費、事務用品等

15,000 10,000 -5,000 総会(理事会)資料　　　その他資料　　　消耗品等

86,000 154,000 68,000

40,000 40,000 0

10,000 10,000 0 ホームページ編集管理費

151,000 13,500 -137,500

1,100,700 970,600 -130,100

註：大会参加料収入と遠征補助金支出において、次の通り取り決める。

(1) 予選会の参加が１チームの場合は遠征補助金対象外とする。

(2) Ｃ級選抜県大会は遠征補助金対象外とする。

費 目 付         記   

大 会 運 営 費

表 彰 費

負 担 金

賛 助 金

県 登 録 料

会 議 費

遠 征 補 助 金

審 判 助 成 金

全 軟 連 会 費

個 人 登 録 料

保 険 料

規 則 書 代

役 員 行 動 費

雑 費

県連盟理事会 36,000 　　　県連盟総会 108,000(３名)　　　島内大会 10,000

事 務 費

合 計

事 務 局 費

予 備 費

印 刷 費

費 目 付         記   

剰 余 金

加 盟 金

寄 付 金

大 会 参 加 料

規 則 書 代

雑 収 入

合 計

補 助 金

競 技 運 営 費

県 登 録 料

登 録 手 数 料

個 人 登 録 料
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14．令和８年度審判部関係事業計画(案)

(1) 1/31(土)～2/1 県連審判部委員会(長崎市)に川﨑仁(対馬支部評議員)が出席。

(2) 3/８ 県審判講習会(長崎市)に１名の審判員を派遣(前泊含む旅費は県連審判部負担)。

(3) 3/29 対馬野球審判講習会(美津島)を開催。

(4) 下記長崎県大会に対馬支部より１名の審判員派遣(前泊含む旅費は県連審判部負担)。

4/4(土)～5(日)　　　 西日本２部県大会[諫早]

10/24(土)～25(日)　　 県選手権大会[諫早/長崎]

15．令和８年度審判部特別会計収支予算(案) （令和８年１月１日～令和８年12月31日）

収入の部
前年度 今年度 増  減

54,923 31,108 -23,815 前年度より繰越

1,000 1,000 0

196,000 178,000 -18,000 連盟会計より大会参加料 356,000の50%

13,000 13,000 0 登録チームより 13×1,000円

102,500 117,000 14,500 チーム審判員 27×3,000円 人数は前年度登録実数

無所属審判員 12×3,000円

0 0 0

367,423 340,108 -27,315

支出の部
前年度 今年度 増  減

50,000 15,000 -35,000 県講習会 5,000(手当) 島講習会 10,000

140,000 140,000 0 要請審判員手当 一般・壮年・中学

35試合×４人×1,000円＝

102,500 117,000 14,500 39人×3,000円（うち500円は全軟連一般会員費に充当）

38,000 36,000 -2,000 県審判部委員会旅費

25,000 25,000 0 インターネット回線借用料(チーム及び審判員への連絡用)

11,923 7,108 -4,815

367,423 340,108 -27,315

　一般(Ｂ、Ｃ級)は１人200円500円×登録人数。　　中学、学童は１人50円300円×登録人数を加算。

予 備 費

-                   -               
－

学童の部 -              
8,000

-               －

11,000            

登録料

合 計

納入金の明細 加盟金

事 業 費

審 判 員 費

事 務 費

役 員 行 動 費

県 登 録 料

140,000円

補 助 金

費 目 付         記   

剰 余 金

寄 付 金

助 成 金

登 録 料

雑 収 入

合 計

費 目 付         記   

県登録料
大会参加料

納入金

年度当初審判部

助成金

公認審判員

　上記金額に、全軟連個人会員(チーム構成員)登録料として

中学の部

県連登録

10,000      
県連登録なし

1,000        

10,000      
一般(ＢＣ)

10,000        

＋審判員登録料

1,000         
31,000            

＋審判員登録料

Ｄ級登録

6,000         

8,000        

10,000        

登録手数料

３名以上

－
8,000

4,000

15,000

5,000

－

－

1,000         14,000            

1,000         任意とする

１人＝3,000
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